
勧
告
、
命
令
な
ど
の
追
加

・
県
・
市
が
よ
り
実
態
に
即
し
た
指
導

監
督
や
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
事
業
者
に
対
す
る
①
業
務
改

善
勧
告
、
②
業
務
改
善
命
令
、
③
指

定
の
停
止
命
令
、
④
当
該
処
分
の
公

表
の
権
限
を
追
加
す
る
。

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
見
直
し

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
推
進
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資

質
・
専
門
性
の
向
上
、
公
正
・
中
立
の

確
保
の
観
点
か
ら
制
度
お
よ
び
介
護
報

酬
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
推
進

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

・
主
治
医
と
の
連
携
の
強
化

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
質
・
専
門
性
の

向
上

・
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
資
格
の
更
新
制

（
5
年
間
）

・
研
修
の
義
務
化
・
体
系
化

公
正
・
中
立
の
確
保

・
担
当
件
数
の
引
き
下
げ

・
不
正
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
罰

則
強
化

第
1
号
保
険
料
の
見
直
し

保
険
料
段
階
を
見
直
し
、
4
月
か
ら

は
従
来
の
第
2
段
階
を
分
け
、
所
得
の

低
い
方
に
対
し
て
保
険
料
負
担
の
軽
減

を
図
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

・
い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
グ
ル
ー

プT
52
ー
9
8
7
1

・
高
浜
市
い
き
い
き
広
場
内
総
合
窓
口

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

T
52
ー
9
6
1
0

4
月
よ
り
介
護
保
険
制
度
が
見
直
さ

れ
、
主
な
改
正
内
容
を
4
回
に
わ
た
っ

て
ご
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は

「
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
負
担
の
あ

り
方
の
見
直
し
」
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
が
適
正
か
つ

円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
事
業
者
や
施
設
に
対
し
、
必
要
な

情
報
の
公
表
を
義
務
付
け
る
仕
組
み
を

導
入
し
ま
す
。

事
業
者
規
制
の
見
直
し

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
悪
質
な
事

業
者
を
排
除
す
る
手
段
と
し
て
、「
指

定
の
欠
格
事
由
、
指
定
の
取
消
要
件
の

追
加
」「
指
定
の
更
新
制
の
導
入
」「
勧

告
、
命
令
な
ど
の
追
加
」
を
行
う
と
と

も
に
、
県
や
市
の
事
業
者
に
対
す
る
指

導
監
督
や
処
分
の
権
限
を
強
化
し
ま
す
。

指
定
の
欠
格
事
由
、
指
定
の
取
消
要
件

の
追
加

・
指
定
の
欠
格
事
由
に
申
請
者
の
取
消

履
歴
、
犯
罪
履
歴
な
ど
の
追
加

指
定
の
更
新
制
の
導
入

・
事
業
者
の
指
定
に
有
効
期
間（
6
年
）

を
設
け
る
。

・
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
事
業
の
運
営

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
指
定
の
更
新
を
拒
否
で

き
る
。
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介
護
保
険
制
度
が

一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た

「
④
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
と
負
担
の

あ
り
方
の
見
直
し
」


